令和８年度
北区総合庁舎及び北区役所中川出張所自動ドア保守点検業務
仕様書
京都市北区役所　地域力推進室
１　保守点検委託期間

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで
２　保守対象の設置場所及び機種

設置場所　　京都市北区総合庁舎　本庁舎

機　　種　　株式会社ナブコ製　ＤＳ－７５型　２台　
寺岡オートドアシステム株式会社製　ＳＯＶ－１６０ＫＬＣＭ　３台
扶桑電機工業株式会社製　ＤＣ－５２－ＳＩＲ型　１台

設置場所　　京都市北区総合庁舎　西庁舎

機　　種　　寺岡オートドアシステム株式会社製　ＳＯＶ１６０Ｋ　２台

設置場所　　京都市北区役所中川出張所

機　　種　　寺岡オートドアシステム株式会社製　ＳＯＶ－１００ＫＬＣＭ　１台
３　保守点検整備の対象

　・　ドアエンジン駆動部装置
　・　ドアエンジン懸架装置
　・　ドアエンジン制御部装置
　・　ドアエンジン操作スイッチ及び検出スイッチ
４　保守点検整備の内容

⑴　定期保守点検は次の項目とする。　＊年２回（８、２の各月）実施
　　・　ドアエンジン装置各部の点検及び調整

・　ドアエンジン開閉速度、クッション作動の異常有無の点検及び調整
・　ドアエンジン装置の電気回路の異常有無の点検及び調整

・　ドアが当たっていないか、擦れていないか点検整備

・　消耗度の著しい部品はないか点検及び取替

⑵　不調時点検整備

　　　受託者（以下「乙」という）は、委託者（以下「甲」という）の故障呼出しに応じ、技術員を派遣して正常な状態に復帰させるものとする。この場合の費用は、乙の負担とする。
５　保守点検整備等物品の負担区分

保守業務に係る消耗部品（ヒューズ、潤滑油、各種締結部品）は、乙の負担とする。
ただし、保守以外下記の装置部品の取替等を行う場合の費用は、甲の負担とする。

　　（エンジン、コントローラ、戸車、レール、操作スイッチ及び検出スイッチ、連結　　　　機構、ガラス、サッシ、鍵錠等の建具類等）
６　支　払
保守契約料金の支払いは四半期毎に、当該期間の業務終了後、契約金額の４分の１の金額を支払うものとする。
７　その他

・　乙は、京都市契約事務規則及び関係法令等を遵守すること。
・　京都市は平成２１年９月から、京都市独自の環境マネジメントシステムの運用を　　開始したため、乙はその環境方針を理解し、協力すること。
・　乙は労働関係法令を遵守すること。また従事する労働者の労働環境の確保並びに　　維持及び向上に努めること。

